
国営かんがい排水事業 大和紀伊平野（二期）地区

事業の概要
本地区は、奈良県・和歌山県にまたがる十津川・紀の川総合開発事業の一環として、昭和２５
年に着工した国営十津川紀の川土地改良事業により水路等の基幹的農業水利施設が築造され
た地域であるが、これら施設は築造後相当の年月が経過し、老朽化による機能低下が著しく、安
定的な農業用水の確保が困難なうえ、補修等の維持管理に労力と費用を費やしている。
このため、緊急に改修等が必要な山田ダム、大和平野地区内水路５６ｋｍ（全体１９９km)、紀伊
平野地区内水路７ｋｍ（全体６８ｋｍ）を大和紀伊平野（一期）地区として平成１３年度に事業着手
しており、大和紀伊平野（二期）地区においては、大和平野の頭首工４ヶ所、揚水機場２ヶ所、地
区内水路１４３ｋｍ、紀伊平野の地区内水路６１ｋｍ並びに付帯施設の改修等を行うものである。

事業の目的・必要性
本事業は、老朽化に伴い機能低下している農業水利施設の更新整備を行い、農業用水の安
定的な供給を図るとともに、近年の都市化に伴う地域の水需要に対応するため、新たに都市用水
を生み出し地域の水資源の有効利用にも資するものである。

事業の効率性

効用 （年総効果額）：
３７百万円作物単収の増

農業水利施設の改修による維持管理費の減 ５４７百万円
５，９２９百万円施設更新による現況施設の機能の維持
１９６百万円開水路を暗渠化することにより安全性が向上する効果
２５１百万円施設更新に伴う農業用水の適正利用による河川流況の安定
，９６０百万円計 ６

（費用便益比の算定）
区 分 算 定 式 数 値 備 考

総事業費 ① 百万円95,502
効 用 ② 百万円6,960
廃用損失額 ③ 百万円 廃止する施設の残存価値177
総合耐用年数 ④ 年 当該事業の耐用年数33
×（１＋ ⑤ 総合耐用年数に応じ、効用から総還元率 0.0706

建設利息率） 便益を算定するための係数
総便益 ⑥＝②／⑤－③ 百万円98,403

1.03費用便益比 ⑦＝⑥／①
注１）妥当投資額、総事業費には一期事業及び関連事業を含む
注２）百万円単位で四捨五入しているため、総便益は算定結果と合わない場合がある。

事業の有効性
農業水利施設の改修により、農業用水の安定的な供給が可能となるとともに、年間約５４７百万
円相当の維持管理費の節減が図られる。
さらに、本事業により都市化に伴う新たな水需要（約０．５ｍ３／ｓ）に対する水量が生み出され、
水資源の有効利用が図られることとなる。

日程・手続き
土地改良法に基づく事業計画の確定を既に了している。平成14年９月に

事業に対する決議
平成12年５月：和歌山県内の本事業関係市町及び土地改良区から構成される十津川紀の川

事業紀伊平野地区推進協議会で着工について議決。
平成12年９月：関係土地改良区で構成される大和平野土地改良区特別委員長会議で着工に

。ついて議決

評価担当部局
近畿農政局



概 要 図

a１．受益面積 １３，４２９ｈ

２．受益者数 ３６，８７７人

３．主要工事計画 （ダム改修） （ １ヶ所） （ １，０１５百万円）

頭首工改修 ４ヶ所 ３５０百万円

揚水機場改修 ２ヶ所 ８４２百万円

農業用用水路改修 ２０４ ５２，７２８百万円km
（ ６３ ） （１７，４７５百万円）km

合 計 ５３，９２０百万円

（１８，４９０百万円）

４．国営総事業費 ７２，４１０百万円

＊（ ）内は一期分



平成１５年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：近畿農政局 （地区名：大和紀伊平野（二期 ）） ）
１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
が明確であるこ 産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該事
と （必要性） 業を必要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
が確実であるこ 技術的に可能であること。
と。

３．事業の効率性 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
が十分見込まれ と。
。（ ）ること 効率性

４．農家負担の可 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
能性が十分であ 状況からみて、負担能力の限度を超えることとはならな
ること 公平性 いこと。。（ ）

５．環境との調和 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。
に配慮している
こと。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
件を満たしてい の要件に適合していること。

、 「 」ること。 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期
を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。
項目欄の（ ）には主として考えられる観点を記述している。

 

 

 

 

 

 



平成１５年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：近畿農政局 （地区名：大和紀伊平野（二期 ）） ）
２．優先配慮事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業で達成す ①地域農業の生産性向上・農業経営の安定化が図られ
る目標に関する る。
事項（有効性）

②農地利用の集積等構造政策の推進のための基本的条件
が整備される。

③水利秩序の形成・再編を実施し、水資源の有効利用が
図られる。

④老朽化等により機能低下している土地改良施設の機能
回復や農業災害の防止等が図られる。

２．事業内容や実 ①事業費の経済性、効率性が十分確保されている。
施体制等に関す
る事項 ②コスト縮減について具体的に配慮した計画となってい

る。

③関係都道府県や市町村が策定する農業振興に関する計
画と整合が図られている。

④高生産性優良農業地域対策または中山間地域等総合振
興対策対象地域である。

⑤一般被害等の軽減にも寄与するものである。

⑥地元の事業推進体制が整備されている。

⑦関係市町村や受益農家に対し、事業計画の内容や負担
金等について理解を得ており、事業実施に対する合意
形成が図られている。

⑧関係機関との協議について、基本的事項の合意に達し
ている。

⑨関連する他事業との調整が図られている。

⑩施設の適切な維持管理のための体制が整備されてい
る。

項目を満たしている場合は「○」とする。
項目欄の（ ）には主として考えられる観点を記述している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


